
加算（1月）

第１段階 300円 880円 1,840円

第２段階 600円 880円 2,140円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,030円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,330円

第４段階 1,645円 2,066円 4,371円

第１段階 300円 880円 1,989円

第２段階 600円 880円 2,289円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,179円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,479円

第４段階 1,645円 2,066円 4,520円

第１段階 300円 880円 2,108円

第２段階 600円 880円 2,408円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,298円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,598円

第４段階 1,645円 2,066円 4,639円

第１段階 300円 880円 2,188円

第２段階 600円 880円 2,488円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,378円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,678円

第４段階 1,645円 2,066円 4,719円

第１段階 300円 880円 2,276円

第２段階 600円 880円 2,576円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,466円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,766円

第４段階 1,645円 2,066円 4,807円

第１段階 300円 880円 2,360円

第２段階 600円 880円 2,660円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,550円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,850円

第４段階 1,645円 2,066円 4,891円

第１段階 300円 880円 2,441円

第２段階 600円 880円 2,741円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,631円

第３段階② 1,300円 1,370円 3,931円

第４段階 1,645円 2,066円 4,972円

◇食費・居住費の負担額については、以下の基準で減額の制度があります。

区分

第３段階
②

住民税　非課税
世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税で課税年
金収入と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が120万円超

預貯金等が単身で500万円、
夫婦で1,500万円以下

第４段階 住民税　課税 一般世帯（住民税課税世帯）

第２段階 住民税　非課税
世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税で課税年
金収入と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円以下

預貯金等が単身で650万円、
夫婦で1,650万円以下

第３段階
①

住民税　非課税
世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税で課税年金収
入と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万以下

預貯金等が単身で550万円、
夫婦で1,550万円以下

1,261円

課税区分（世帯全員） 対象者

第１段階 住民税　非課税
生活保護を受けている方
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方

預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で
2,000万円以下

10円

1,180円

要介護
５

987円 22円 35円 18円 189円

要介護
４

918円 22円 35円 18円 177円 10円

1,008円

要介護
３

847円 22円 35円 18円 164円 1,096円

928円

要介護
２

772円 22円 35円 18円 151円

10円

10円

10円

809円

要介護
１

704円 22円 35円 18円 139円

99円 660円

要支援
２

656円 22円 — — 121円

10円

10円

看護体制加
算ⅢイⅣイ

夜勤職員配置
加算Ⅱ

介護職員等
処遇改善
加算Ⅰ

要支援
１

529円 22円 — —

令和8年6月～　利用料金のめやす（1割負担の方）【けやき荘ショートステイサービス】

介護度
利用者
負担段階

介護保険
1割負担

加算（1日）
１割負担
加算合計
①

食費
（1日）
②

居住費
（1日）
③

①+②+③
合計
（1日）

サービス提
供体制強化
加算Ⅰ

生産性向上
推進体制加
算Ⅱ


